
神戸市中央区宮本通６丁目４０４番

低層住宅地

中、小規模の一般住
宅が多い住宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北40 30 20 20 低層住宅地

-

２中専(70,160)

景気は原材料価格高騰等の影響は受けつつもコロナ禍から持ち直
している。中央区の人口は概ね横ばいから増加傾向で推移してい
る。

特段の地域要因に変動はない。

個別的要因に変動はない。

賃貸マンション等の収益物件は混在しているが、画地規模等から賃貸経営上合理的な賃貸建物の想定が困難なため、収益価
格は試算しなかった。快適性を重視する住宅地域であることから、自用目的での取引が中心で、取引価格の水準を指標に価
格が決定されることが一般的と認められるので、比準価格を採用して鑑定評価額を上記の通り決定した。当該鑑定評価額は
代表標準地から規準した価格と均衡している。

［

［

住宅
Ｗ２

中小規模の一般住宅が多い住宅地域で、当面の間はほぼ現状を維持するものと予測する。なお、交通利便性等により需要は
底堅く、地価は上昇傾向で推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 272,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

284,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

神戸中央 8

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

-1.0

-5.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪急春日野道駅北東
400m

阪急春日野道
400m

(8)

南4m市道

２中専
(60,200)
準防

（その他）　　　　
(70,160)

特にない 基準方位北
４ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「宮本通６－６－５」

②地積

（㎡）

125

( )

⑨法令上の規制等

1:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

11.0  ｍ、　奥行　約 11.0  ｍ、　規模 120  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

284,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

257,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+4.4％ ％

94.1 ］

103.0［ ］ 103.0［ ］

102.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 5 令和 5年 7月 11日　提出

宅地-1

+3.0方位

　補正

ほぼ正方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 5年 1月]

令和 5年 6月 29日 正常価格

令和 5年 7月 7日令和 5年 7月 1日

35,500,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 284,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

215,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、阪急電鉄神戸本線及び阪神電鉄本線並びにＪＲ東海道本線等の各沿線で、概ね神戸市の圏域に存する住宅地
域。需要者は神戸市内の居住者等が多く、外部からの転入者は比較的少ない。中心商業地である三宮地区等へのアクセスに
優れる山手の住宅地域で需要は底堅く、地価は上昇傾向で推移している。土地は１２０～１３０㎡で３６００万円前後が中
心的価格帯となっている。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

中央（県） 1－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

中央（県） －

基準地番号 提出先

1 兵庫県

所属分科会名

兵庫第３分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

尾崎不動産鑑定

尾﨑　潤



神戸市中央区中山手通６丁目４番２４

中層住宅地

一般住宅、マンショ
ンの混在する住宅地
域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 50 80 10 中層住宅地

-

２住居(70,300)
準防

中央区はマンションを中心に都心回帰現象が見られ、戸建住宅用
地も含め宅地需要は全般的に回復基調である。

特に地域要因の変動はない。

個別的要因に変動はない。

神戸市中央区山手の住宅地域であり、周辺にはマンション等も見られるが、土地価格に見合う賃料水準が形成されていない
ため、収益価格は、やや低位に試算された。利便性及び快適性を重視する住宅地域であるため、比準価格を標準とし、収益
価格を参考にとどめ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
ＲＣ４

当該地域は、一般住宅、マンション等が混在する住宅地域であり、今後とも現状の住環境を維持するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 452,000円／㎡

公示価格 459,000円／㎡

標準地番号 神戸中央 1-

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

470,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

神戸中央 1

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

神戸市営地下鉄県庁前
駅西
400m

神戸市営地下鉄県庁前
400m

(8)

東11m市道

２住居
(60,300)
準防

（その他）　　　　
(70,300)

特にない 基準方位　北　　
１１ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「中山手通６－４－３０」

②地積

（㎡）

175

( )

⑨法令上の規制等

1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

12.0  ｍ、　奥行　約 15.0  ｍ、　規模 180  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

470,000 円／㎡

327,000 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

459,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+4.0 +2.4％ ％

100 ］

102.4［ ］ 101.0［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 5 令和 5年 7月 10日　提出

宅地-1

+1.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 5年 1月]

令和 5年 7月 1日 正常価格

令和 5年 7月 3日令和 5年 7月 1日

82,300,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 470,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

360,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、ＪＲ東海道本線、阪急神戸線等で、概ね神戸市及び阪神間諸都市に存する住宅地域である。需要者は、神戸
市の他阪神間諸都市の居住者も多い。都心部への利便性に優れ、都心回帰現象もあり中央区の土地需要は底堅い。特に当該
基準地周辺は人気のエリアであるため需要は安定的である。古くからの住宅地であるため、土地の取引規模や価格帯はまち
まちであり、需要の中心となる価格帯は見いだせない。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

中央（県） 3－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

中央（県） －

基準地番号 提出先

3 兵庫県

所属分科会名

兵庫県第３分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

株式会社中村総合鑑定

中村　増秀



神戸市中央区八雲通２丁目３６８番外

中・低層住宅地

一般住宅、マンショ
ン等が混在する住宅
地域

1

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 30 20 30 中・低層住宅地

-

２住居(70,300)
高度

中央区では人口、世帯数は増加傾向、価格も安定的に推移してお
り、地価は若干の上昇傾向を示している。

戸建住宅、マンションが混在する住宅地域で、周辺環境に大きな
変化はない。なお、阪急春日野道駅に西口が増設された。

個別的要因に変動はない。

価格水準、環境等の類似した信頼性の高い事例を収集・選択した結果、上記の比準価格を試算し得た。戸建住宅、分譲マン
ション等が混在する住宅地域であり、小規模画地にあっては自己使用目的の取引が支配的であり、小規模な収益物件を見出
せず、賃貸市場が形成されているとは謂い難い。よって収益価格は試算せず、比準価格を標準とし、周辺の標準地及び指定
基準地の価格との均衡にも留意し、鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

中央区南東部の普通住宅地として、当面概ね現状のまま推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 215,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

226,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

神戸中央 4

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-1.0

-12.0

+17.0

-10.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪急春日野道駅南
200m

阪急春日野道
200m

(8)

北西6.9m市道

２住居
(60,300)
準防

（その他）　　　　
(70,300)

特にない 基準方位　北６．
９ｍ市道　　

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「八雲通２－３－１６」

②地積

（㎡）

84

( )

⑨法令上の規制等

1:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

8.0  ｍ、　奥行　約 10.0  ｍ、　規模 80  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

227,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

204,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+5.6％ ％

91.7 ］

101.5［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

鑑定評価書（令和 5 令和 5年 7月 11日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

227,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

中央（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-3.0

-3.0

+39.0

-7.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

272,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

121.6 ］

104.4［ ］ 100［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 5年 1月]

令和 5年 6月 20日 正常価格

令和 5年 7月 3日令和 5年 7月 1日

19,100,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 227,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

170,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏の範囲は、阪急電鉄神戸本線及び阪神電鉄本線並びにＪＲ東海道本線沿線で、概ね神戸市の圏域に存する小規模
既成住宅地。需要者は神戸市居住者が大半を占める。都心回帰傾向から転入傾向が強く、需要の中心は小規模物件と目され
る。中心価格帯は土地８０㎡程度で１，８００万円程度、新築戸建で３，５００万円程度と目される。基準地周辺は戸建住
宅、マンションが混在する住宅地域で、需給は概ね安定的で地価は若干の上昇傾向にて推移している。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

中央（県） 4－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

中央（県） －

基準地番号 提出先

4 兵庫県

所属分科会名

兵庫県第３分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

有限会社いずみプレーザルオフィス

小林照幸



神戸市中央区中山手通７丁目２６番１０

低層住宅地

一般住宅、マンショ
ン、店舗が混在する
住宅地域

3

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北70 40 90 10 低層住宅地

-

２住居(70,260)
準防

天災の危険性や街路条件が劣る山裾エリアを除き、外的要因の影
響で建築資材価格が高騰したが区内の住宅需要は依然堅調と認め
られる。

周辺環境に格別の変動要因はないものの、相対的に選好性が高い
住宅地域として相応の需要が見込まれ、底堅い価格帯で推移して
いる。

個別的要因に変動はない。

対象基準地は居住の快適性を重視した価格形成要因が主となる住宅地域に位置しており、自用目的での取引価格水準を指標
とした市場性を主眼に置いて価格が決定されることが一般的かつ合理的である。したがって評価にあたっては後記「収益還
元法が適用できない場合その理由」のとおり収益価格は試算せず、対象基準地の市場特性を反映した比準価格のみ試算した。
鑑定評価額の決定に当たっては公示価格を規準とした価格等との均衡を踏まえ上記のとおり決定した。

［

［

住宅兼倉庫
Ｓ４Ｆ１Ｂ

一般住宅やマンション等が混在する住宅地域で当分は現状維持と予測する。生活利便性に優れる住宅地域として地域選好性
は相対的に高いことから住宅需要も根強く、一定の総額水準までなら相応の住宅需要が見込まれる。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 333,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

347,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

神戸中央 13

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

0.0

-10.0

-1.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

神戸市営地下鉄大倉山
駅北東
440m

神戸市営地下鉄大倉山
440m

(8)

北東6.5m市道

２住居
(60,300)
準防

（その他）　　　　
(70,260)

特にない 基準方位北
６．５ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「中山手通７－２６－１７」

②地積

（㎡）

162

( )

⑨法令上の規制等

1:2.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

8.0  ｍ、　奥行　約 20.0  ｍ、　規模 160  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

347,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

313,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+4.2％ ％

89.1 ］

101.6［ ］ 100［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 5 令和 5年 7月 11日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

347,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

中央（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+3.0

0.0

+33.0

-2.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

452,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

134.3 ］

104.0［ ］ 100［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 5年 1月]

令和 5年 7月 1日 正常価格

令和 5年 7月 10日令和 5年 7月 1日

56,200,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 347,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

270,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏の範囲は「三ノ宮」駅から「大倉山」駅にかけての沿線に位置する神戸市中央区中西部の住宅地域一円と判断す
る。同圏域は全般的に良好な居住環境から住宅地域として人気が高く需要は底堅い。需要者としては他市域等からの地縁的
選好者のほか、収益不動産の立地を求める事業者や規模等の画地条件によっては広域展開のマンション事業者も認められる。
土地は５～６千万円程度（１６０㎡程度）が需要の中心だが総額の観点から細分化もみられる。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

中央（県） 5－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

中央（県） －

基準地番号 提出先

5 兵庫県

所属分科会名

兵庫第３分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

村本不動産鑑定士事務所

村本　健次



神戸市中央区北野町３丁目１２１番１

低層住宅地

中規模一般住宅が多
い山の手の閑静な住
宅地域

3

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北30 30 50 30 低層住宅地

-

２中専(70,200)
準防

コロナ禍からの回復傾向と底堅い需要により、中央区住宅地の地
価は上昇傾向となっている。

地域の価格形成要因に変動を与えるような要因は特にない。

個別的要因に変動はない。

　神戸市中央区山手の住宅地域であり、周辺にはマンション等も見られるが、事業採算性の観点から有効な賃貸住宅を想定
することが困難なため、収益価格は試算しなかった。当地域は快適性を重視する住宅地域であるため、比準価格を採用し、
標準地及び指定基準地との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

空地

中規模一般住宅が多い山の手の閑静な住宅地域であり、当面は現状で推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 345,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

365,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

神戸中央 2

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-3.0

-2.0

+12.0

-2.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ三ノ宮駅北西
950m

ＪＲ三ノ宮
950m

(8)

西6m市道

２中専
(60,200)
準防

（その他）　　　　
(70,200)

特にない 基準方位北
６ｍ市道　

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

173

( )

⑨法令上の規制等

2:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

19.0  ｍ、　奥行　約 9.5  ｍ、　規模 180  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

363,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

370,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+5.2％ ％

104.3 ］

103.0［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 5 令和 5年 7月 10日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

363,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

中央（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+3.0

+3.0

+15.0

+5.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

452,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

128.1 ］

104.0［ ］ 100［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 5年 1月]

令和 5年 6月 27日 正常価格

令和 5年 7月 3日令和 5年 7月 1日

62,800,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 363,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

280,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 　同一需給圏は阪急電鉄神戸本線、ＪＲ東海道本線、阪神電鉄本線及び地下鉄西神・山手線で、概ね神戸市及び阪神間諸都
市に存する住宅地域である。需要者は同一需給圏内の居住者や不動産事業者が多い。都心部への利便性に優れ、都心回帰現
象もあり中央区の土地需要は根強い。特に当基準地周辺は人気のエリアであるため需要は安定的。古くからの住宅地である
ため、土地の取引規模や価格帯はまちまちであり、需要の中心となる価格帯は見いだせない状況である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

中央（県） 6－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

中央（県） －

基準地番号 提出先

6 兵庫県

所属分科会名

兵庫第３分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

有限会社栄総合鑑定

多田　敏章



神戸市中央区山本通２丁目６番６

中層共同住宅地

一般住宅、マンショ
ンのほか店舗も見ら
れる住宅地域

3

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 30 30 50 中層共同住宅地

-

２住居(70,280)
準防

土砂災害警戒区域

中央区はマンションを中心に都心回帰現象が見られ、戸建住宅用
地も含め宅地需要は全般的に回復基調である。

特に地域要因の変動はない。

個別的要因に変動はない。

周辺には賃貸共同住宅も多いが、既存の地主の土地活用によるものが主流であり、土地価格については収益性に着目した価
格形成が十分に行われておらず、居住の快適性等を重視した自用目的での価格形成が有力である。よって周辺の標準地との
均衡及び指定基準地との比較検討を踏まえて比準価格を採用し、収益価格は参考として鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

共同住宅
ＲＣ６

一般住宅、マンションや店舗も見られる住宅地域であり、当面は現状で推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 460,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

483,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

神戸中央 10

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+1.0

0.0

+18.0

+1.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ三ノ宮駅北西
800m

ＪＲ三ノ宮
800m

(8)

南西7m市道

２住居
(60,300)
準防

（その他）　　　　
土砂災害警戒区域

(70,280)

特にない 基準方位　北　　
７ｍ市道　

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「山本通２－６－１０」

②地積

（㎡）

288

( )

⑨法令上の規制等

不整形
1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

12.0  ｍ、　奥行　約 24.0  ｍ、　規模 290  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

485,000 円／㎡

353,000 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

567,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+5.4％ ％

120.4 ］

101.5［ ］ 101.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 5 令和 5年 7月 10日　提出

宅地-1

+1.0

0.0

方位

形状

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

486,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

中央（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+2.0

+2.0

-8.0

+1.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

452,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

96.7 ］

104.0［ ］ 101.0［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 5年 1月]

令和 5年 7月 1日 正常価格

令和 5年 7月 3日令和 5年 7月 1日

140,000,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 485,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

370,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、阪急神戸線、ＪＲ東海道本線、地下鉄山手線沿線等で、概ね神戸市の圏域である。需要者の中心は神戸市居
住者がほとんどを占める。一般住宅、マンションのほか店舗も見られる住宅地域であり、利便性やブランド力も高い。居住
環境等から不動産需給は安定している。基準地と同規模程度であれば１４０００万円前後が需要の中心である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

中央（県） 7－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

中央（県） －

基準地番号 提出先

7 兵庫県

所属分科会名

兵庫県第３分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

株式会社中村総合鑑定

中村　増秀



神戸市中央区加納町４丁目１０番３２

中高層の店舗、事務所地

中高層の店舗、事務
所ビルが建ち並ぶ商
業地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北40 20 80 30 中高層の店舗、事務所地

-

商業(100,700)
防火

景気は原材料価格高騰等の影響は受けつつもコロナ禍から持ち直
している。中央区の人口は概ね横ばいから増加傾向で推移してい
る。

近隣地域は三宮地区商業中心部に近接しており、神戸三宮阪急ビ
ルが開業し、さらに駅周辺整備の進捗が期待されている。

個別的要因に変動はない。

比準価格は市場において現実に成立した取引事例をもとに試算された価格であり、市場の実態を反映し実証性に優れている。
周辺には賃貸用不動産も多いが、自用前提での価格形成が有力であり、収益性に着目した価格形成が十分に行われておらず、
収益価格はやや説得力に劣る。よって、本件では、実証性に優れた比準価格を重視し、収益価格を比較考量し、さらに代表
標準地からの規準を踏まえて、鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

取壊中

当地域は中高層の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域である。当面は概ね現状のまま推移するものと予測されるが、三宮
駅周辺再開発の動向が注目される。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 2,100,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

2,200,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

神戸中央 4

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

-3.0

+22.0

+5.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ三ノ宮駅北
300m

ＪＲ三ノ宮
300m

(8)

東33m県道

商業
(80,700)
防火

（その他）　　　　
(100,700)

特にない ３３ｍ県道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

194

( )

⑨法令上の規制等

1.5:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

18.0  ｍ、　奥行　約 11.0  ｍ、　規模 200  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

2,240,000 円／㎡

1,890,000 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

2,670,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+4.3％ ％

124.3 ］

102.2［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 5 令和 5年 7月 11日　提出

宅地-1

ない

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 5年 1月]

令和 5年 6月 29日 正常価格

令和 5年 7月 7日令和 5年 7月 1日

425,000,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 2,190,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

1,700,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は阪急電鉄神戸本線、ＪＲ東海道本線、阪神電鉄本線、地下鉄西神・山手線等の沿線で、概ね神戸市及び阪神間
諸都市に存する商業地域である。需要者は同一需給圏内に地縁性をもつ事業者、ホテル事業者及びマンション事業者が多い。
交通利便性、行政的要件を反映し、需要は底堅い。土地は、画地規模等によって総額がまちまちであるため中心的価格帯に
ついては把握し難い。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

中央（県） 1－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

中央（県） －5

基準地番号 提出先

1 兵庫県

所属分科会名

兵庫第３分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

尾崎不動産鑑定

尾﨑　潤



神戸市中央区北長狭通３丁目１番１８外

中高層の店舗、事務所地

中高層の店舗、事務
所ビル等が建ち並ぶ
商業地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 20 30 60 中高層の店舗・事務所地

-

商業(100,500)
防火

商業地の地価は、新型コロナウイルス禍により一転下落したが、
その収束を見据え、底打ち、反転上昇傾向にある。

繁華性の高いトアロードの一角にあり、コロナ禍からの回復を受
け、物販、飲食店舗の業況回復が期待される。

個別的要因に変動はない。

周辺の店舗・事務所ビルは自用、賃貸が混在しているが、需要は自用又は自用兼用目的が中心である。よって、比準価格を
標準とし、収益価格を関連づけ、単価と総額との関連性並びに代表標準地標準価格の変動状況の検討をも踏まえて、鑑定評
価額を上記の通り決定した。

［

［

店舗兼事務所
ＳＲＣ７Ｆ１Ｂ

当該地域は、商業地域としてほぼ熟成しており、当面概ね現状程度で推移するものと思料する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 1,170,000円／㎡

公示価格 1,180,000円／㎡

標準地番号 神戸中央 7-5

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

1,240,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

神戸中央 7

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ元町駅北東
250m

ＪＲ元町
250m

(8)

北東15m市道

商業
(80,500)
防火

（その他）　　　　
(100,500)

特記すべき事項はない １５ｍ市道　　

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「北長狭通３－１－１４」

②地積

（㎡）

189

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

10.0  ｍ、　奥行　約 19.0  ｍ、　規模 190  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

1,280,000 円／㎡

1,080,000 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

1,180,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+6.0 +5.1％ ％

100 ］

105.1［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

鑑定評価書（令和 5 令和 5年 7月 11日　提出

宅地-1

ない

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 5年 1月]

令和 5年 6月 20日 正常価格

令和 5年 7月 3日令和 5年 7月 1日

234,000,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 1,240,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

940,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏はＪＲ山陽・東海道本線沿線で、概ね神戸市中央区の店舗、事務所ビルが建ち並ぶ商業地域。資本力を有する地
元法人が需要の中心。接面するトアロードは、旧来からの代表的商業地で中心商業地の一翼を担う。画地規模は２００㎡前
後が平均的で、需要の中心は土地で２３０，０００千円前後程度と目される。顧客の行動変容及び販売形態多様化に直面す
る一方、コロナ禍の収束を見据え、飲食・物販の商況の回復が期待され、地価は上昇傾向と目される。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

中央（県） 2－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

中央（県） －5

基準地番号 提出先

2 兵庫県

所属分科会名

兵庫県第３分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

有限会社いずみプレーザルオフィス

小林照幸



神戸市中央区旭通２丁目３０７番

中層店舗兼共同住宅地

店舗付共同住宅、飲
食店、事務所等が見
られる商業地域

15

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北0 30 15 50 中層店舗兼共同住宅地

-

近商(90,300)

景気は原材料価格高騰等の影響は受けつつもコロナ禍から持ち直
している。中央区の人口は概ね横ばいから増加傾向で推移してい
る。

特段の地域要因に変動はない。

個別的要因に変動はない。

共同住宅等の賃貸物件も混在するが、自己使用目的の取引が中心的である。需要者は収益性に着目しつつも、同一需給圏内
の土地取引価格を重視していることから、実証的な比準価格を重視し、収益価格を関連づけ、鑑定評価額を上記の通り決定
した。なお、当該鑑定評価額は公示価格を規準した価格及び指定基準地から検討した価格とも均衡を得ている。

［

［

店舗兼共同住宅
ＲＣ５

店舗兼共同住宅のほか、飲食店や事務所等が混在する地域であり、当面の間はほぼ現状を維持するものと予測する。地価は
堅調に推移すると予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 330,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

344,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

神戸中央 16

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-2.0

+2.0

+10.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ三ノ宮駅北東
660m

ＪＲ三ノ宮
660m

(8)

北東8.5m市道

近商
(80,300)
準防

（その他）　　　　
(90,300)

特にない ８．５ｍ市道　

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「旭通２－１－１１」

②地積

（㎡）

105

( )

⑨法令上の規制等

1:1.2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

9.5  ｍ、　奥行　約 11.0  ｍ、　規模 110  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

354,000 円／㎡

283,000 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

365,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+4.5％ ％

110.0 ］

103.6［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 5 令和 5年 7月 11日　提出

宅地-1

ない

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

344,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

中央（県） -5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+4.0

+2.0

+7.0

+5.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

395,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

119.2 ］

103.8［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 5年 1月]

令和 5年 6月 29日 正常価格

令和 5年 7月 7日令和 5年 7月 1日

36,200,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 345,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

265,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、概ね神戸市及び阪神間諸都市の圏域に存する商業地域又は住商混在地域等で、近隣住民を顧客とする店舗や
昼間勤労者のための事業所等を主体とした地域。地縁性を有する地元事業者等が需要の中心となる。商業地中心部から徒歩
圏にあって利便性の高い地域にかかわらず地価水準は三宮周辺では低水準にあり地価は上昇傾向にある。取引される画地規
模は大小あり需要の中心となる価格帯は見い出しにくい状況にある。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

中央（県） 3－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

中央（県） －5

基準地番号 提出先

3 兵庫県

所属分科会名

兵庫第３分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

尾崎不動産鑑定

尾﨑　潤



神戸市中央区元町通６丁目３番２４外

中層店舗兼事務所地

小売店舗、飲食店等
が建ち並ぶ商業地域

2

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北20 55 70 25 中層店舗兼事務所地

-

商業(100,600)
防火

商業地の地価は、新型コロナウイルス禍により一転下落したが、
その収束を見据え、底打ち、反転上昇傾向にある。

コロナ禍からの回復を受け、物販、飲食店舗の業況回復が期待さ
れるところ、地価への好影響が期待される。

個別的要因に変動はない。

中層の店舗・事務所ビル等が建ち並ぶ旧来からのアーケード商店街であり、収益性を反映した試算価格が重視されるが、収
益価格において想定した建物価格等が流動的であるため、実際の取引価格から試算した比準価格に比べて規範性は稍劣ると
判断した。よって、比準価格を標準とし収益価格を関連づけて周辺の標準地及び指定基準地価格との検討を踏まえ、鑑定評
価額を上記の通り決定した。

［

［

店舗兼事務所
ＲＣ４

元町商店街中心部に比しやや繁華性に劣る西寄りの一郭である。概ね現況程度を維持すると予測するが、コロナ禍の終息を
見据え、街の活性化が期待される。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 490,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

499,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

神戸中央 15

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-1.0

-3.0

-16.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

神戸高速西元町駅近接

神戸高速西元町
近接 

(8)

北西11m市道

商業
(80,600)
防火

（その他）　　　　
(100,600)

特にない １１ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「元町通６－３－２０」

②地積

（㎡）

129

( )

⑨法令上の規制等

1:2.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

7.5  ｍ、　奥行　約 17.5  ｍ、　規模 130  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

509,000 円／㎡

416,000 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

395,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+2.0％ ％

80.7 ］

102.0［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

鑑定評価書（令和 5 令和 5年 7月 11日　提出

宅地-1

ない

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

501,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

中央（県） -5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+2.0

-1.0

+158.0

-5.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

1,170,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

247.5 ］

106.0［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 5年 1月]

令和 5年 6月 20日 正常価格

令和 5年 7月 3日令和 5年 7月 1日

64,500,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 500,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

400,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏の範囲は、三宮中心エリアの外延に存し、駅近の比較的高容積が図られた在来商業地域である。当圏域では、三
宮地区の商業中心と趣を異にし、古い雑居ビルを利用した個性的な店舗等もみられ、地縁的選好性を有する事業者等から相
応の需要が見込まれる。コロナ禍の収束を見据え、需要は概ね安定的に推移している。需要の中心価格帯は取引自体に個別
性が強くこれを把握することは困難であるが、同程度の規模であれば６～７千万円程度と目される。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

中央（県） 4－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

中央（県） －5

基準地番号 提出先

4 兵庫県

所属分科会名

兵庫県第３分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

有限会社いずみプレーザルオフィス

小林照幸



神戸市中央区京町７９番

高層店舗兼事務所地

中高層の事務所ビル
等が建ち並ぶ商業地
域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北30 60 50 50 高層店舗兼事務所地

-

商業(100,800)
防火

原材料等高騰から賃料負担力は回復しきれていないが、昨年に比
べコロナ禍の行動制限が撤廃され落ち込んだ人流や売上が回復し
ている。

事務所空室状況に不透明感はあるが、三宮再開発エリアに近く潜
在力の期待感から高額取引もみられる状況で市場の動きが戻りつ
つある。

個別的要因に変動はない。

対象基準地に対する需要者は相場観を念頭に対収益取得コストを意識するため、市場性を反映した比準価格に説得力はある
が、対象基準地との要因比較で評価主体の恣意性が排除できた事例はなく規範性が欠ける。一方、収益価格は対象基準地の
収益性を反映した理論的価格として指標となるが手法適用にて不確実要素を含む短所がある。それぞれ一長一短があるため、
代表標準地から検討した価格との検討を踏まえ両試算価格をそれぞれ重視して鑑定評価額を決定した。

［

［

店舗兼事務所
ＳＲＣ１０Ｆ１Ｂ

三宮再開発エリアに近いことからポテンシャルの顕在化を期待するが、国内外経済の不透明感を起因として商業用途の賃料
負担力は回復しきれておらず、安定的経済環境と再開発具現まで地価の推移は不透明感を拭えない。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 2,670,000円／㎡

公示価格 2,670,000円／㎡

標準地番号 神戸中央 4-5

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

2,730,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

神戸中央 4

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ三ノ宮駅南
650m

ＪＲ三ノ宮
650m

(8)

西27m市道

商業
(80,800)
防火

（その他）　　　　
(100,800)

特にない ２７ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

910

( )

⑨法令上の規制等

1.2:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

33.0  ｍ、　奥行　約 27.0  ｍ、　規模 900  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

2,860,000 円／㎡

2,600,000 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

2,670,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+2.2 +2.2％ ％

100 ］

102.2［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 5 令和 5年 7月 11日　提出

宅地-1

ない

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 5年 1月]

令和 5年 7月 1日 正常価格

令和 5年 7月 10日令和 5年 7月 1日

2,480,000,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 2,730,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

2,140,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏の範囲は視認性を有する幹線もしくは準幹線沿いで神戸市中央区のオフィス街を中心とする高度商業地域で、需
要者の中心は資金調達力を有する事業者や法人投資家等である。同圏域での不動産市場ではテナントの規模縮小といった弱
含み感も見受けられる一方、他都市と比較による割安感に着目した投資家等による投資姿勢も窺われる。需要の中心価格帯
は取引自体に個別性が強く把握することは困難だが同程度の規模ならば２０～３０億円程度と目される。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

中央（県） 7－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

中央（県） －5

基準地番号 提出先

7 兵庫県

所属分科会名

兵庫第３分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

村本不動産鑑定士事務所

村本　健次



神戸市中央区八幡通４丁目３３３番外

中高層事務所地

中高層の事務所ビル
が多い幹線道路沿い
の商業地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北30 0 40 40 中高層事務所地

-

商業(100,800)
地区計画等

アフターコロナ・ウィズコロナの局面に入り、中央区の商業地の
商況は回復、地価は上昇基調となっている。

三宮周辺の再開発等のプロジェクトが具体的に始動し、地域の変
貌が顕著になってきた。

個別的要因に変動はない。

　駅に比較的近い事務所ビルの多い商業地域であり、一部に投資目的の収益物件も見受けられるが、自用または自用兼用目
的の建物がほとんどである。よって、比準価格を標準に収益価格を関連付け、代表標準地との検討を踏まえ、鑑定評価額を
上記の通りと決定した。

［

［

事務所
ＳＲＣ１１Ｆ２Ｂ

中高層の事務所ビルが多い幹線道路沿いの商業地域であるが、近年はマンションの立地も進んでおり、今後もその傾向は継
続するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 2,320,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

2,440,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

神戸中央 4

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-1.0

-2.0

+21.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ三ノ宮駅南
460m

ＪＲ三ノ宮
460m

(8)

南西50m県道､背面道

商業
(80,800)
防火

（その他）　　　　
(100,800)

地区計画（税関線沿道南地
区）

５０ｍ県道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「八幡通４－２－９」

②地積

（㎡）

536

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

16.0  ｍ、　奥行　約 33.0  ｍ、　規模 500  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

2,520,000 円／㎡

1,950,000 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

2,670,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+5.2％ ％

117.4 ］

102.2［ ］ 105.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 5 令和 5年 7月 10日　提出

宅地-1

+5.0二方路

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 5年 1月]

令和 5年 6月 27日 正常価格

令和 5年 7月 3日令和 5年 7月 1日

1,310,000,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 2,440,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

1,780,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 　同一需給圏は阪急電鉄神戸本線、ＪＲ東海道本線、阪神電鉄本線等の沿線で、概ね神戸市及び阪神間諸都市に存する商業
地域である。需要者は同一需給圏内に地縁性をもつ事業者、マンション等不動産事業者が多い。アフターコロナ・ウィズコ
ロナの局面に入り、また、三宮駅前再開発への期待感も高まり、三宮駅周辺の商業地の需要は特に強まっている。取引規模
や価格帯はまちまちであり、需要の中心となる価格帯は見いだせない状況である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

中央（県） 8－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

中央（県） －5

基準地番号 提出先

8 兵庫県

所属分科会名

兵庫第３分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

有限会社栄総合鑑定

多田　敏章



神戸市中央区花隈町３３番６外

中層店舗事務所地

中高層の店舗、事務
所、マンション等が
連たんする商業地域

15

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 100 10 10 中層店舗事務所地

-

商業(100,500)
防火

原材料等高騰から賃料負担力は回復しきれていないが、昨年に比
べコロナ禍の行動制限が撤廃され落ち込んだ人流や売上が回復し
ている。

山手在来住宅地域を背後に構えマンション供給も多い地域で、高
汎用性の地域として根強い需要が伺われ他圏域からの転入も認め
られる。

個別的要因に変動はない。

対象基準地に対する需要者は相場観を念頭に対収益取得コストを意識するため、市場性を反映した比準価格に説得力はある
が、対象基準地との要因比較で評価主体の恣意性が排除できた事例はなく規範性が欠ける。一方、収益価格は対象基準地の
収益性を反映した理論的価格として指標となるが手法適用にて不確実要素を含む短所がある。それぞれ一長一短があるため、
公示価格を規準とした価格等との均衡を踏まえ両試算価格をそれぞれ重視して鑑定評価額を決定した。

［

［

店舗兼事務所
ＲＣ５

中高層の店舗、事務所やマンション等が混在する商業地域で、今後も各種用途が混在する高汎用性の地域として現状維持と
予測するが、原材料等高騰の影響から短期的な地域要因の将来予測は不透明と言わざるを得ない。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 608,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

630,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

神戸中央 13

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-1.0

-1.0

-17.0

-10.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

神戸市営地下鉄県庁前
駅南西
350m

神戸市営地下鉄県庁前
350m

(8)

北36m市道

商業
(80,500)
防火

（その他）　　　　
(100,500)

特にない ３６ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「花隈町３３－１５」

②地積

（㎡）

248

( )

⑨法令上の規制等

台形
1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

12.0  ｍ、　奥行　約 20.0  ｍ、　規模 240  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

660,000 円／㎡

600,000 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

456,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+3.6％ ％

73.2 ］

101.2［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 5 令和 5年 7月 11日　提出

宅地-1

ない

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

629,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

中央（県） -5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

+1.0

-32.0

-5.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

395,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

65.2 ］

103.8［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 5年 1月]

令和 5年 7月 1日 正常価格

令和 5年 7月 10日令和 5年 7月 1日

156,000,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 630,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

500,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は三宮中心エリアを除く神戸市中央区の幹線もしくは準幹線沿いに位置し、商業施設のほかマンション等も混在
する汎用性が高い商業地域である。需要者の中心は地縁的選好があり広域展開を図る事業者等である。原材料等高騰の影響
から来店型業種業態の賃料負担力は弱含み感が認められるが、規模等の画地条件によってマンション需要は底堅い。需要の
中心価格帯は取引自体に個別性が強く把握は困難だが同程度の規模であれば１～２億円程度と目される。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

中央（県） 9－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

中央（県） －5

基準地番号 提出先

9 兵庫県

所属分科会名

兵庫第３分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

村本不動産鑑定士事務所

村本　健次



神戸市中央区栄町通１丁目１番１３外

中高層店舗事務所共同住宅併用地

中高層の事務所ビル
が建ち並ぶ商業地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北40 50 30 50 中高層店舗事務所共同住宅併用地

-

商業(100,600)
防火

アフターコロナ・ウィズコロナの局面に入り、中央区の商業地の
商況は回復、地価は上昇基調となっている。

地域の価格形成要因に変動を与えるような要因は特にない。

個別的要因に変動はない。

　中高層の事務所ビルが建ち並ぶ業務高度商業地域の一つであり、自用または自用兼用目的の建物のほか、投資目的の収益
物件も多く見受けられる。高度商業地であることから、市場価格を反映した比準価格を標準に、収益価格を関連付け、代表
標準地との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

事務所
ＳＲＣ８Ｆ１Ｂ

中高層の事務所ビルが建ち並ぶ業務高度商業地域であり、当面は現状で推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 1,400,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

1,470,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

神戸中央 7

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

+1.0

-12.0

-5.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ元町駅南
350m

ＪＲ元町
350m

(8)

北18m市道

商業
(80,600)
防火

（その他）　　　　
(100,600)

栄町通景観形成市民協定 １８ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「栄町通１－１－２４」

②地積

（㎡）

785

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

20.0  ｍ、　奥行　約 40.0  ｍ、　規模 800  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

1,510,000 円／㎡

1,130,000 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

1,180,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+4.3％ ％

84.4 ］

105.1［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 5 令和 5年 7月 10日　提出

宅地-1

ない

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 5年 1月]

令和 5年 6月 27日 正常価格

令和 5年 7月 3日令和 5年 7月 1日

1,150,000,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 1,460,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

1,130,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 　同一需給圏は阪急電鉄神戸本線、ＪＲ東海道本線、阪神電鉄本線等の沿線で、概ね神戸市及び阪神間諸都市に存する商業
地域である。需要者は同一需給圏内に地縁性をもつ事業者、マンション等不動産事業者が多い。アフターコロナ・ウィズコ
ロナの局面に入り、三宮駅から元町駅周辺に広がる商業地の需要は特に強まっている。取引規模や価格帯はまちまちであり、
需要の中心となる価格帯は見いだせない状況である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

中央（県） 10－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

中央（県） －5

基準地番号 提出先

10 兵庫県

所属分科会名

兵庫第３分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

有限会社栄総合鑑定

多田　敏章



神戸市中央区三宮町１丁目７番３５

中高層店舗地

中高層の店舗ビル等
が建ち並ぶ中心的商
業地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北20 20 0 30 中高層店舗地

-

商業(100,691)
防火

地区計画等

新型コロナによる行動制限が解除され、中央区の商業地は、三宮
市街地再開発事業等の期待感により持ち直しつつある。

三宮センター街の入口付近に位置し、県下随一の繁華街であるが、
新型コロナの影響により未だ一部店舗の閉鎖が見られる。

個別的要因に変動はない。

当地域は三宮センター街のアーケード入口付近に位置する中心的商業地域である。取引事例については近隣地域及び同一需
給圏内の類似地域等に存する事例を収集し、これに基づく比準価格は信頼性の高いものと思料される。収益価格は商業地に
ついては重視されるべきであるが、一部想定事項を含みその精度は比準価格に劣る。以上を念頭に周辺の取引動向を踏まえ
て比準価格を重視し、収益価格を参考として鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

店舗、診療所兼事務
所
Ｓ８Ｆ１Ｂ

県下随一の繁華性を誇る三宮センター街のアーケード入口付近に所在し、現在は空店舗も散見されるが新型コロナの行動規
制緩和により中心商業地の地価は持ち直し傾向が見られる。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 6,200,000円／㎡

公示価格 6,250,000円／㎡

標準地番号 神戸中央 5-5

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

6,450,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

神戸中央 5

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ三ノ宮駅南
170m

ＪＲ三ノ宮
170m

(8)

南東11m市道､南西側
道

商業
(80,800)
防火

（その他）　　　　
地区計画等
(100,691)

税関線沿道都市景観形成地
域

１１ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「三宮町１－７－５」

②地積

（㎡）

585

( )

⑨法令上の規制等

不整形
1:2.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

17.0  ｍ、　奥行　約 34.0  ｍ、　規模 580  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

6,650,000 円／㎡

5,710,000 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

6,250,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+4.0 +3.2％ ％

100 ］

103.2［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 5 令和 5年 7月 10日　提出

宅地-1

-2.0

+2.0

形状

二方路

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 5年 1月]

令和 5年 7月 1日 正常価格

令和 5年 7月 3日令和 5年 7月 1日

3,770,000,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 6,450,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

5,000,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は阪神間諸都市のほか、全国主要都市まで広がる高度商業地域である。需要者は同一需給圏内に地縁、商圏を持
つ中規模資本の事業者のほか全国展開の大規模資本まで様々である。コロナ禍においては地価の下落が見られたが、行動規
制が緩和され地価は回復基調である。供給はほとんどなく、当地域の取引は複合不動産としての個別性も強く、土地の中心
価格帯は見いだせない。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

中央（県） 11－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

中央（県） －5

基準地番号 提出先

11 兵庫県

所属分科会名

兵庫県第３分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

株式会社中村総合鑑定

中村　増秀



神戸市中央区多聞通３丁目３番１８

高層店舗兼事務所地

中高層の店舗、事務
所ビルが多い駅前商
業地域

2

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北60 30 40 30 高層店舗兼事務所地

-

商業(100,800)
防火

原材料等高騰から賃料負担力は回復しきれていないが、昨年に比
べコロナ禍の行動制限が撤廃され落ち込んだ人流や売上が回復し
ている。

昨年閉館したチサンホテル跡にホテルのオープン予定があるなど
活性化の動きが認められる。神戸駅前再整備計画の進捗も期待さ
れる。

個別的要因に変動はない。

対象基準地に対する需要者は相場観を念頭に対収益取得コストを意識するため、市場性を反映した比準価格に説得力はある
が、対象基準地との要因比較で評価主体の恣意性が排除できた事例はなく規範性が欠ける。一方、収益価格は対象基準地の
収益性を反映した理論的価格として指標となるが手法適用にて不確実要素を含む短所がある。それぞれ一長一短があるため、
公示価格を規準とした価格等との均衡を踏まえ両試算価格をそれぞれ重視して鑑定評価額を決定した。

［

［

店舗兼事務所
ＳＲＣ１１Ｆ１Ｂ

神戸駅前再整備計画の進捗が期待され、短期的に地域の事務所用途の賃料減額や撤退という可能性は低い一方、飲食等の来
店型業態については原材料等高騰の動向如何で賃貸需給が下振れする可能性も否定できない。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 725,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

751,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

神戸中央 8

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-1.0

-3.0

+4.0

-10.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

神戸高速高速神戸駅近
接

神戸高速高速神戸
近接 

(8)

北東20m市道

商業
(80,800)
防火

（その他）　　　　
(100,800)

特にない ２０ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「多聞通３－３－１６」

②地積

（㎡）

343

( )

⑨法令上の規制等

1:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

18.0  ｍ、　奥行　約 19.0  ｍ、　規模 340  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

787,000 円／㎡

723,000 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

672,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+4.1％ ％

89.9 ］

100.5［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 5 令和 5年 7月 11日　提出

宅地-1

ない

　補正

ほぼ正方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

752,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

中央（県） -5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-1.0

-2.0

+100.0

-15.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

1,170,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

164.9 ］

106.0［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 5年 1月]

令和 5年 7月 1日 正常価格

令和 5年 7月 10日令和 5年 7月 1日

259,000,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 755,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

590,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏の範囲は神戸市中西部にあり、視認性が優れる幹線若しくは準幹線沿いに位置する高容積が図られた駅近接の商
業地域で、需要者の中心は資金調達力を有する事業者等である。同圏域の物件動向は原材料等高騰の影響から来店型業種業
態の賃料負担力に不安定感が認められる一方、オフィス需要へのコロナ禍の影響は払拭された。需要の中心価格帯は取引自
体に個別性が強く把握することは困難であるが同程度の規模であれば２億～３億円程度と目される。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

中央（県） 12－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

中央（県） －5

基準地番号 提出先

12 兵庫県

所属分科会名

兵庫第３分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

村本不動産鑑定士事務所

村本　健次



神戸市中央区八雲通５丁目４２０番

中低層店舗兼住宅地

各種の小売店舗が連
たんする商業地域

15

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北30 30 15 40 中低層店舗兼住宅地

-

近商(90,300)
準防

アフターコロナ・ウィズコロナの局面に入り、中央区の商業地の
商況は回復、地価は上昇基調となっている。

地域の価格形成要因に変動を与えるような要因は特にない。

個別的要因に変動はない。

神戸市中心部からやや離れた商業地域であり、投資目的の純然たる収益物件は少なく、自用または自用兼用目的の建物がほ
とんどである。よって、比準価格を標準に、収益価格を関連付け、標準地及び指定基準地の価格との検討を踏まえ、鑑定評
価額を上記の通り決定した。

［

［

店舗兼住宅
Ｓ４

　小売店舗等が連たんする商店街であり、当面の間、現状のまま推移するものと予測する。なお、需要、供給ともに限定的
で地域要因は安定的に推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 255,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

267,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

神戸中央 12

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+1.0

+3.0

-15.0

+10.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪急春日野道駅南西
400m

阪急春日野道
400m

(8)

北東7.5m市道

近商
(80,300)
準防

（その他）　　　　
(90,300)

特にない ７．５ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「八雲通５－１－１６」

②地積

（㎡）

67

( )

⑨法令上の規制等

1:3.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

4.5  ｍ、　奥行　約 15.0  ｍ、　規模 70  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

275,000 円／㎡

198,000 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

254,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+4.7％ ％

97.3 ］

102.3［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 5 令和 5年 7月 10日　提出

宅地-1

ない

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

267,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

中央（県） -5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+5.0

+3.0

+35.0

+5.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

395,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

153.3 ］

103.8［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 5年 1月]

令和 5年 6月 27日 正常価格

令和 5年 7月 3日令和 5年 7月 1日

17,900,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 267,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

205,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は阪急電鉄神戸本線、ＪＲ東海道本線、阪神電鉄本線等の沿線で、概ね神戸市及び阪神間諸都市に存する商業地
域である。需要者は同一需給圏内に地縁性をもつ事業者が多い。都心部の周辺地域では住宅移行等が見受けられ、需要は根
強い。取引規模や価格帯はまちまちであり、需要の中心となる価格帯は見いだせない状況である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

中央（県） 13－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

中央（県） －5

基準地番号 提出先

13 兵庫県

所属分科会名

兵庫第３分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

有限会社栄総合鑑定

多田　敏章



神戸市中央区元町通１丁目１１番２０

中高層店舗地

中高層店舗ビル等が
建ち並ぶ駅前の商業
地域

7

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北40 70 90 30 中高層店舗地

-

商業(100,800)
防火

商業地の地価は、新型コロナウイルス禍により一転下落したが、
その収束を見据え、底打ち、反転上昇傾向にある。

中高層店舗ビル等が建ち並ぶ駅前の商業地域で、賃貸需給に回復
傾向が見られ、取引市場における需給は安定的乃至ややタイトで
ある。

個別的要因に変動はない。

収益目的の店舗ビル等が建ち並ぶ地域で、周辺において収益性及び投資採算性を考慮のうえ実際に取引された信頼性のある
取引事例を多数収集し、実証的な比準価格を試算し得た。一方、個別性等により規範性のある賃貸事例が少ないほか、利回
り等が流動的であるため収益価格の相対的信頼性はやや劣る。よって、市場の実勢を反映した比準価格を重視し、収益価格
を関連づけ、公示標準地及び指定基準地価格との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

店舗
Ｓ９Ｆ１Ｂ

中高層店舗ビルを中心とする駅前の商業地域であり、コロナ禍の終息を見据え人流も回復しており、取引市場における需給
は安定的で、地価はやや上昇傾向にて推移すると予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 2,720,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

2,850,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

神戸中央 18

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-1.0

-3.0

+40.0

-5.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ元町駅南東
110m

ＪＲ元町
110m

(8)

北東22m市道､背面道

商業
(80,800)
防火

（その他）　　　　
(100,800)

特にない ２２ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

342

( )

⑨法令上の規制等

台形
1.5:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

20.0  ｍ、　奥行　約 16.0  ｍ、　規模 320  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

2,910,000 円／㎡

2,460,000 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

3,460,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+4.8％ ％

127.7 ］

102.0［ ］ 103.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

鑑定評価書（令和 5 令和 5年 7月 11日　提出

宅地-1

+3.0

0.0

二方路

形状

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

2,840,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

中央（県） -5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

-4.0

+3.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

2,670,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

98.9 ］

102.2［ ］ 103.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 5年 1月]

令和 5年 6月 20日 正常価格

令和 5年 7月 3日令和 5年 7月 1日

975,000,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 2,850,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

2,150,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、概ね神戸市及び阪神間諸都市の圏域に存する主要駅周辺の商業地域で、需要者の中心は地縁性を有する地元
法人や経営者の外、広域的に事業展開を行う投資家等も見込まれる。新型コロナウイルス感染症の影響により店舗賃貸需給
の緩和が続いてきたが、その収束を見据え、取引市場においても需給は安定化、地価は上昇傾向で推移している。商業地の
取引は、取引自体が少ないうえに画地規模等も様々であり、中心価格帯を見出すことは困難である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

中央（県） 14－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

中央（県） －5

基準地番号 提出先

14 兵庫県

所属分科会名

兵庫県第３分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

有限会社いずみプレーザルオフィス

小林照幸



神戸市中央区橘通４丁目２番１１外

中高層店舗兼共同住宅地

中高層の店舗兼共同
住宅等が建ち並ぶ商
業地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北30 0 40 60 中高層店舗兼共同住宅地

-

近商(100,400)
防火

新型コロナによる行動制限が解除され、中央区の商業地は、三宮
市街地再開発事業等の期待感により持ち直しつつある。

特に地域要因の変動はない。

個別的要因に変動はない。

駅に近い中高層の店舗兼共同住宅等が建ち並ぶ商業地域であり、一部に投資目的の収益物件も見受けられるが、土地価格に
見合う賃料水準が形成されていないため収益価格は低位に試算された。よって、代表標準地からの検討を踏まえ、比準価格
を標準とし、収益価格を参考として鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

店舗兼共同住宅
ＲＣ７

国道沿いに中高層の店舗兼共同住宅等が建ち並ぶ商業地域であり、当面の間現状のまま推移するものと予測する。駅や商業
施設に近く生活利便性に優れることから需要は底堅く、地価はやや上昇傾向が続くものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 395,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

410,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

神戸中央 13

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-1.0

-2.0

+22.0

-5.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

神戸高速高速神戸駅西
300m

神戸高速高速神戸
300m

(8)

南西27m国道

近商
(80,400)
防火

（その他）　　　　
(100,400)

特にない ２７ｍ国道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「橘通４－２－９」

②地積

（㎡）

414

( )

⑨法令上の規制等

1:2.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

13.0  ｍ、　奥行　約 30.0  ｍ、　規模 400  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

423,000 円／㎡

344,000 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

456,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+3.8％ ％

112.4 ］

101.0［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 5 令和 5年 7月 10日　提出

宅地-1

ない

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 5年 1月]

令和 5年 7月 1日 正常価格

令和 5年 7月 3日令和 5年 7月 1日

170,000,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 410,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

320,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏はＪＲ東海道本線、神戸市営地下鉄山手線等の沿線で、概ね神戸市及び阪神間諸都市に存する商業地域である。
需要者は同一需給圏内に地縁性をもつ事業者が多い。都心部の周辺地域での規模のまとまった画地は共同住宅移行等が見受
けられ、需要は根強い。取引規模や価格帯はまちまちであり、需要の中心となる価格帯は見いだせない状況である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

中央（県） 15－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

中央（県） －5

基準地番号 提出先

15 兵庫県

所属分科会名

兵庫県第３分科会

業者名

不動産鑑定士氏名

株式会社中村総合鑑定

中村　増秀


